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「ふれあい給食」の実施について 
（追加のお知らせ） 

 
標記の件につきまして、１月２０日付けでお知らせしましたが、下記のことについて留意しな

がら開催しますので追加してお知らせします。 
 

記 
 
 １ 目   的  従来の目的である、児童とふれあいながら学校給食の役割や意義について 

考える機会とすることに加え、学校給食おける、新型コロナウイルス感染症 
対策の現状を市長・教育委員など参加者に周知する。  

 
 ２ 感染症対策 
  （１）形態 

① 講義形式（一人一人が間隔をとって、全員が一方向を向く。） 
② 対面者は、通常の担任に加え、ゲスト１名とする。 
③ ゲストが２名の場合は、１名は、教室の後方に座り、児童と同じ方向を向く。 

 
  （２）パーティションの導入 
      対面するゲストと児童の間にパーティションを設置し、飛沫感染を防ぐ。 
 
  （３）検温・手洗い・手指消毒の徹底 
 
  （４）食事以外のマスク着用及び無言での食事の徹底 
 
  ※ 報道機関の方々にも、来校の際には、検温・手指消毒を行います。 
    可能な限り、少人数での来校をお願いします。 
 
    
 
 
 

 
担当：島原市教育委員会 学校教育課 学事班 塩田 

電話：0957-68-5472 
E-mail：gakkyo@city.shimabara.lg.jp 

有明海にひらく湧水あふれる 火山と歴史の田園都市 島原 

島原守護神 しまばらん 


